
帝
京
長
岡
高
校
不
当
労
働
行
為
事
件

の
労
働
委
員
会
最
終
審
問
が
、
七
月
二

十
二
日
十
八
時
よ
り
県
庁
十
六
階
で
行

わ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
第
四
回
審
問
で

結
審
し
ま
す
。

組
合
側
か
ら
三
人
・
土
屋
弁
護
士
、

私
教
連
委
員
長
の
宮
腰
先
生
、
帝
京
長

岡
高
校
職
員
労
働
組
合
委
員
長
の
田
下

先
生
が
そ
れ
ぞ
れ
意
見
陳
述
を
、
ひ
と

り
一
〇
分
行
い
、
学
校
側
か
ら
、
後
藤

弁
護
士
が
一
〇
分
、
意
見
陳
述
を
行
い

ま
し
た
。

組
合
つ
ぶ
し

不
当
労
働
行
為
だ

土
屋
弁
護
士

土
屋
弁
護
士
は
、
「
帝
京
本
部
は
労

働
組
合
つ
ぶ
し
的
対
質
に
な
っ
て
い
る
。

全
国
の
帝
京
グ
ル
ー
プ
校
三
十
八
校
中

四
校
し
か
労
働
組
合
が
無
い
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
だ
。
今
ま
で
は
、
学
校
内
で

団
交
が
お
こ
な
わ
れ
、
組
合
運
動
が
認

め
ら
れ
て
き
た
。
帝
京
本
部
の
組
合
対

策
チ
ー
ム
が
前
面
に
出
る
よ
う
に
な
り

団
交
を
拒
否
し
、
組
合
活
動
を
認
め
な

い
態
度
に
変
わ
っ
た
。
組
合
差
別
の
考

課
査
定
基
準
も
お
こ
な
っ
て
お
り
、
不

当
労
働
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
生

徒
や
教
育
に
も
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
あ

た
え
て
い
る
。
救
済
命
令
に
よ
っ
て
不

当
労
働
行
為
を
や
め
さ
せ
正
常
な
労
使

関
係
を
築
く
よ
う
求
め
る
」
な
ど
訴
え

ま
し
た
。

信
頼
関
係
を

つ
く
っ
て
い
く
こ
と

宮
腰
先
生

宮
腰
先
生
は
「
学
校
の
業
務
は
、
日

常
的
に
生
徒
達
の
相
談
が
多
く
あ
る
、

子
供
達
、
保
護
者
と
の
信
頼
関
係
を
大

切
に
し
て
い
る
。
ク
ラ
ス
の
生
徒
に
対

し
て
は
、
対
等
平
等
に
接
し
て
い
く
、

差
別
を
無
く
し
て
い
く
、
信
頼
関
係
を

つ
く
っ
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
、
こ
の

状
況
下
で
守
ら
れ
て
い
け
る
の
か
、
で

き
る
の
か
。
労
働
条
件
、
私
学
助
成
金

の
こ
と
、
労
働
環
境
な
ど
、
多
く
の
先

生
達
と
議
論
し
て
い
く
こ
と
。
す
べ
て

の
労
使
が
議
論
し
一
致
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
だ
と
考
え
る
。
団
交
時
で
も
生

徒
が
来
て
、
悩
み
・
問
題
を
相
談
、
そ

の
時
中
断
す
る
。
だ
か
ら
学
校
内
で
団

交
を
や
る
べ
き
だ
。
早
く
正
常
な
労
使

関
係
に
な
る
よ
う
訴
え
る
」
な
ど
訴
え

ま
し
た
。

正
常
な
学
校
運
営
を

求
め
て
い
く

田
下
先
生

最
後
の
陳
述
で
は
、
帝
京
長
岡
高
校

の
田
下
先
生
が
行
い
、
先
生
は
「
二
〜

三
年
前
は
学
校
内
で
組
合
活
動
が
行
わ

れ
、
届
出
が
無
く
て
も
口
頭
申
請
で
許

可
さ
れ
会
議
が
開
催
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
後
許
可
申
請
が
必
要
に
な
っ
た
。
学

校
側
は
、
申
立
て
後
、
係
争
中
だ
か
ら

と
、
す
べ
て
の
組
合
活
動
を
禁
止
し
た
。

学
校
側
は
、
若
手
教
職
員
を
隔
離
さ
せ
、

ベ
テ
ラ
ン
教
職
員
と
接
触
さ
せ
な
い
よ

う
に
し
た
。
生
徒
に
つ
い
て
も
先
生
と

の
面
談
な
ど
困
難
な
環
境
に
な
っ
て
い

る
。
不
当
な
考
課
査
定
に
よ
っ
て
信
頼

関
係
が
崩
れ
た
。
具
体
的
理
由
が
示
さ

れ
て
い
な
い
。
特
定
な
考
え
が
入
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
組
合
差
別
は
相

互
の
信
頼
関
係
を
崩
し
て
い
く
。
学
校

の
民
主
的
運
営
、
正
常
な
学
校
運
営
を

求
め
て
い
く
」
な
ど
訴
え
ま
し
た
。

そ
の
後
、
学
校
側
の
後
藤
弁
護
士
が

一
〇
分
意
見
陳
述
を
行
い
一
九
時
過
ぎ

に
終
了
し
ま
し
た
。

今
回
で
審
問
は
終
わ
り
結
審
し
ま
す
。

命
令
書
は
文
章
で
当
事
者
へ
通
知
さ
れ

ま
す
。

『国鉄新潟』国鉄労働組合新潟地方本部 新潟市中央区幸西１丁目１番１４号 025－244－1284 2009年7月31日

ＮＯ。６７０

発 行

0９・7月31日

国鉄労働組合

新潟地方本部

発行責任者

守橋久仁雄

編集責任者

教 宣 部

国
鉄
新
潟

帝京長岡高校の

不当労働行為事件

最終意見陳述

傍聴席抽選が17時15分から行われたが

学校側は、1名も出席していませんでした。

組合側は２４名が結集し抽選が行われま

した。学校側は、労働委員会命令の勝敗

についてまったく関心が無く、この事件

について引き伸ばしを図り労働組合の弱

体化を狙っています。地労委が終われば、

中労委へそして地裁へと、この事件を長

引かせていくのではないかと思います。

しかし、私たちは、この攻撃に屈せず

闘いを強化していきましょう。
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今回は『ＫＮ山の会』

の機関紙を載せました。

7月は、１号しか発行で

きませんでした。皆さん

の投稿をお願いします。

地本・教宣部


